
２
０
２
５
年
５
月
、
日
本
は

Ｉ
Ｌ
Ｏ
第
１
５
５
号
条
約
（
職

業
上
の
安
全
及
び
健
康
並
び
に

作
業
環
境
に
関
す
る
条
約
）
の

批
准
を
国
会
で
承
認
し
ま
し

た
。
こ
の
条
約
は
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の

中
核
的
労
働
基
準
（
す
べ
て
の

加
盟
国
が
遵
守
す
べ
き
労
働
に

関
す
る
基
本
的
な
権
利
を
定
め

た
も
の
）
で
あ
り
、
労
働
者
の

生
命
と
健
康
を
守
る
た
め
の
権

利
を
明
確
に
し
て
い
ま
す
。 

条
約
の
主
な
意
義
の
一
つ
と

し
て
第
１３
条
に
あ
る
、
労
働
者

が
「
就
労
拒
否
権
」
を
行
使
し

た
場
合
に
不
当
な
扱
い
か
ら
保

護
さ
れ
る
と
定
め
て
い
る
点
が

重
要
で
す
。 
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労
働
者
が
「
自
己
の
生
命
又

は
健
康
に
急
迫
し
た
重
大
な
危 

険
を
も
た
ら
す
と
信
じ
る
合
理

的
な
理
由
」
が
あ
る
場
合
、
そ

の
作
業
を
拒
否
し
、
作
業
場
所 

か
ら
退
避
す
る
権
利
を
保
障
し

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
労
働
者
が

危
険
な
状
況
に
直
面
し
た
際

に
、
自
ら
の
判
断
で
身
の
安
全

を
確
保
で
き
る
よ
う
に
す
る
た

め
の
、
不
可
欠
な
権
利
で
す
。

ま
た
、
就
労
拒
否
権
を
行
使
し

労
働
者
が
、
解
雇
や
懲
戒
処
分

な
ど
か
ら
保
護
さ
れ
る
こ
と
も

明
記
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ

り
労
働
者
は
報
復
を
恐
れ
ず
安

全
の
た
め
に
行
動
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。 

 

た
と
え
ば
、
工
務
職
場
な
ど

夏
場
の
炎
天
下
の
作
業
で
は
、

線
路
近
く
は
５
０
℃
近
く
の
高

温
と
な
り
、
労
働
者
が
熱
中
症

に
な
り
そ
う
と
予
想
さ
れ
、
危

険
と
判
断
し
た
場
合
、
状
況
に

よ
っ
て
は
就
労
拒
否
も
可
能
と

な
り
ま
す
。
し
か
し
現
行
で
は
、

日
本
の
労
働
安
全
衛
生
法
に

は
、
労
働
者
が
作
業
を
拒
否
す 

 

 

 

 

 

＜当面する行動について＞ 
〇1 月 26～27 日第 169 回拡大中央委員会：

湯河原 
〇2 月 2 日平和学習交流会：知覧 
    13 時鹿児島中央駅集合  
〇2 月 3 日九州本部委員会：鹿児島タイセイア

ネックス 
    10：30～ 労働講座 
    12：30～ 拡大委員会 

る
権
利
を
明
示
的
に
規
定
し

た
条
文
は
あ
り
ま
せ
ん
。
批
准

し
た
条
約
は
国
内
法
に
反
映

さ
せ
る
義
務
が
生
じ
ま
す
。
労

働
者
が
就
労
拒
否
権
を
現
実

的
に
行
使
で
き
る
よ
う
、
具
体

的
な
運
用
や
、
労
働
者
の
保
護

措
置
を
ど
う
整
備
し
て
い
く

の
か
が
今
後
の
課
題
と
な
り
、

早
急
な
国
際
基
準
の
実
施
に

向
け
て
国
内
政
策
を
強
化
す

る
こ
と
が
必
要
で
す
。 

 

＜適用対象＞ 

 労働者が雇用されているすべての経済活動部門および

すべての被用者たる労働者が対象となります。 

※ILOは、これまでに 189本の条約を採択していますが、

日本は未だに 50 本しか批准していません。特に労働者

保護に関わる重要な条約である、47号（週 40時間制）、
132号（年次有給休暇）、140号（有給教育休暇）などが
未批准であり、国際的に低い水準となっています。 


